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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月15日(2011.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を駐車させる位置に関する駐車位置情報を取得する駐車位置情報取得部と、
　前記駐車位置情報に基づいて駐車目標位置を設定する駐車目標位置設定部と、
　前記駐車目標位置へ自動操舵により前記車両を誘導する誘導経路を演算する誘導経路演
算部と、
　前記誘導経路が成立した際に前記誘導経路が成立したことを前記車両のドライバーに報
知する報知情報を出力する報知情報出力部と、
　舵取り装置を前記ドライバーが保持していない非保持状態であるか否かを判定する非保
持状態判定部と、
　前記舵取り装置を制御して自動操舵により前記車両を誘導開始位置から前記駐車目標位
置へ誘導する誘導部と、
　前記報知情報出力部により前記報知情報が出力された後、確認ボタン及び誘導開始ボタ
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ンを含む操作部への前記ドライバーの操作を必要とすることなく、前記誘導経路が成立し
且つ前記非保持状態であることを条件として、前記誘導部が前記車両を自動操舵により誘
導可能な誘導可能状態であると判定すると共に、当該判定結果に基づいて前記誘導部に誘
導を開始させる誘導開始判定部と、
を備える駐車支援装置。
【請求項２】
　前記車両が移動しているか否かを判定する移動状態判定部を有し、
　前記誘導開始判定部は、前記誘導可能状態において、前記車両が移動していると判定さ
れた場合に、前記誘導部に誘導を開始させる請求項１に記載の駐車支援装置。
【請求項３】
　前記駐車目標位置設定部は、前記ドライバーによる前記舵取り装置の操作に基づいて設
定される所定の領域に応じて取得された前記駐車位置情報に基づいて前記駐車目標位置を
設定する請求項１又は２に記載の駐車支援装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る駐車支援装置の特徴構成は、
　車両を駐車させる位置に関する駐車位置情報を取得する駐車位置情報取得部と、
　前記駐車位置情報に基づいて駐車目標位置を設定する駐車目標位置設定部と、
　前記駐車目標位置へ自動操舵により前記車両を誘導する誘導経路を演算する誘導経路演
算部と、
　前記誘導経路が成立した際に前記誘導経路が成立したことを前記車両のドライバーに報
知する報知情報を出力する報知情報出力部と、
　舵取り装置を前記ドライバーが保持していない非保持状態であるか否かを判定する非保
持状態判定部と、
　前記舵取り装置を制御して自動操舵により前記車両を誘導開始位置から前記駐車目標位
置へ誘導する誘導部と、
　前記報知情報出力部により前記報知情報が出力された後、確認ボタン及び誘導開始ボタ
ンを含む操作部への前記ドライバーの操作を必要とすることなく、前記誘導経路が成立し
且つ前記非保持状態であることを条件として、前記誘導部が前記車両を自動操舵により誘
導可能な誘導可能状態であると判定すると共に、当該判定結果に基づいて前記誘導部に誘
導を開始させる誘導開始判定部と、
を備える点にある。
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